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○水の郷さわらの設置及び管理に関する条例施行規則 

平成21年12月18日規則第24号 

改正 

平成24年３月27日規則第20号 

平成26年７月９日規則第13号 

平成27年12月10日規則第36号 

平成28年１月25日規則第２号 

平成29年２月28日規則第９号 

水の郷さわらの設置及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、水の郷さわらの設置及び管理に関する条例（平成21年香取市条例第30

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（多目的コーナー及び多目的研修室の利用許可の申請等） 

第２条 条例第８条第１項の規定により多目的コーナー及び多目的研修室（以下「多目的コ

ーナー等」という。）を利用する許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

あらかじめ水の郷さわら利用許可申請書（別記第１号様式。以下「申請書」という。）を

指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、多目的コーナー等の利用を許可したときは、水の郷さわら利用許可書（別

記第２号様式。以下「利用許可書」という。）を申請者に交付するものとする。 

（利用料の納入） 

第３条 前条第２項の規定により許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用許可

書の交付を受ける際に利用料を納入するものとする。 

（利用料の減免） 

第４条 条例第11条第４項の規定により指定管理者が利用料を減額し、又は免除することが

できる場合は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 国、市及び他の地方公共団体が使用するとき 免除 

(２) 市内の幼稚園、保育所（園）、認定こども園、小学校、中学校、高等学校等が保育

又は教育目的のために使用するとき 免除 

(３) 市が共催する事業に使用するとき 使用料の100分の50を減額 

(４) 市が認めた団体が市の施策に沿った活動のために使用するとき 使用料の100分の
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50を減額 

(５) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めたとき 減額又は

免除 

（利用料の還付） 

第５条 条例第11条第５項ただし書の規定により利用料の還付を受けようとする者は、水の

郷さわら利用料還付請求書（別記第３号様式）に利用許可書を添えて、指定管理者に提出

しなければならない。 

２ 条例第11条第５項のただし書の規定により利用料を還付する場合及びその額は、次に掲

げるとおりとする。 

(１) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となった場合 既

納利用料の全額を還付 

(２) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事情があると認めた場合 指定管理

者が認めた額 

（変更申請） 

第６条 利用者は、第２条第２項の規定による許可に係る事項を変更しようとするときは、

あらかじめ水の郷さわら利用変更許可申請書（別記第４号様式）に利用許可書を添えて指

定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による変更の許可をしたときは、水の郷さわら利用変更許可

書（別記第５号様式）を利用者に交付するものとする。 

（利用許可の取消しの申出） 

第７条 利用者は、多目的コーナー等を利用する許可の取消しを求めようとするときは、利

用許可書を添えて、その旨を指定管理者に申し出なければならない。 

（利用許可の取消し） 

第８条 指定管理者は、条例第10条の規定により多目的コーナー等を利用する許可を取り消

した場合は、又は前条の規定による申出があった場合には、水の郷さわら利用許可取消通

知書（別記第６号様式）により通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限

りでない。 

（舟運発着桟橋の利用許可の申請等） 

第９条 条例第８条第１項の規定により舟運発着桟橋を利用する許可を受けようとする者

（以下「桟橋利用申請者」という。）は、あらかじめ水の郷さわら舟運発着桟橋利用許可
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申請書（別記第７号様式。以下「桟橋利用申請書」という。）を指定管理者に提出しなけ

ればならない。 

２ 指定管理者は、舟運発着桟橋の利用を許可したときは、水の郷さわら舟運発着桟橋利用

許可書（別記第８号様式。以下「桟橋利用許可書」という。）を桟橋利用申請者に交付す

るものとする。 

（舟運発着桟橋の利用の変更申請） 

第10条 前条第２項の規定により舟運発着桟橋を利用する許可を受けた者（以下「桟橋利用

者」という。）は、その許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ水の郷さ

わら舟運発着桟橋利用変更許可申請書（別記第９号様式）に桟橋利用許可書を添えて指定

管理者に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による変更の許可をしたときは、水の郷さわら舟運発着桟橋

利用変更許可書（別記第10号様式）を桟橋利用者に交付するものとする。 

（舟運発着桟橋の利用許可の取消しの申出） 

第11条 桟橋利用者は、舟運発着桟橋を利用する許可の取消しを求めようとするときは、桟

橋利用許可書を添えて、その旨を指定管理者に申し出なければならない。 

（利用許可の取消し） 

第12条 指定管理者は、条例第10条の規定により舟運発着桟橋を利用する許可を取り消した

場合、又は前条の規定による申出があった場合には、水の郷さわら舟運発着桟橋利用許可

取消通知書（別記第11号様式）により通知するものとする。ただし、急を要する場合は、

この限りでない。 

（レンタサイクル休業日及び貸出し時間） 

第13条 レンタサイクルの休業日は、水辺交流センターの休業日とする。ただし、指定管理

者が管理上必要と認める場合は、この限りでない。 

２ レンタサイクルの貸出しを取り扱う時間は、水辺交流センターの開業時間内とし指定管

理者が定めた時間とする。 

（利用の申込み） 

第14条 条例第８条第１項の規定によりレンタサイクルを利用しようとする者（以下「レン

タサイクル利用者」という。）は、レンタサイクル申込書（別記第12号様式）を指定管理

者に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により指定管理者が利用を許可した場合は、レンタサイクル利用者証（別記
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第13号様式。以下「利用者証」という。）を交付し、レンタサイクルの貸出しを行うもの

とする。 

（貸与の禁止） 

第15条 レンタサイクル利用者は、貸出しを受けたレンタサイクルを他人に貸与してはなら

ない。 

（返却） 

第16条 レンタサイクル利用者は、その利用時間満了の時刻までにレンタサイクルを所定の

場所に、利用者証を添えて返却するものとする。 

（損害賠償） 

第17条 レンタサイクル利用者は、レンタサイクルを損傷し、又は盗難にあった場合は、直

ちに指定管理者に届け出るとともに、その修理（パンクを除く。）又は補てんに要する費

用を賠償しなければならない。ただし、指定管理者は、やむを得ない理由があると認める

ときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

（損傷等の届出等） 

第18条 水の郷さわらの施設、設備又は展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、

直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。 

（行為の承認） 

第19条 水の郷さわらにおいて、次に掲げる行為をしようとする者（以下「行為者」という。）

は、あらかじめその旨を申し出て、指定管理者の承認を受けなければならない。 

(１) テント、天幕等の設置 

(２) 看板、懸垂幕その他の物の掲示 

(３) 文書、図画の掲示又は散布 

(４) 宣伝、物品の販売その他これらに類する行為 

(５) 集団で施設に立ち入ろうとする行為 

２ 行為者は、前項第１号及び第２号において１日を超えて設置又は掲示する場合は、仮設

工作物等設置等承認申出書（別記第14号様式）を指定管理者へ提出し承認を受けなければ

ならない。 

３ 指定管理者は、第１項各号に掲げる行為が条例第１条の設置目的に合致し、かつ水の郷

さわらの利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、第１項又は前項の承認を与

えることができる。 
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４ 指定管理者は、第１項又は第２項の承認にあたっては、水の郷さわらの管理上必要な範

囲内で条件を付することができる。 

５ 指定管理者は、第１項の規定による承認を行った場合は、その目的、内容等を記録、保

管し、市長からの求めがあった場合は、報告するものとする。 

６ 指定管理者は、第２項による承認を行う場合は、市長の確認を受けるものとする。 

（その他） 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成22年３月27日から施行する。 

附 則（平成24年３月27日規則第20号） 

この規則は、平成24年９月１日から施行する。 

附 則（平成26年７月９日規則第13号） 

この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月10日規則第36号） 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

附 則（平成28年１月25日規則第２号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年２月28日規則第９号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
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